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教育[支援学校]からの発信



大阪府立寝屋川支援学校の概要

・大阪府北東部に位置。寝屋川公園に隣接
し、自然に囲まれた立地。

・知的障がい

・通学区域
小学部：寝屋川市・大東市・四條畷市
中学部：寝屋川市
高等部：寝屋川市・門真市

・在籍数 計：362名
（令和元年8月1日現在）





１．支援学校の話

支援学校（特別支援学校）の種類

視覚障害者に対する教育を行う特別支援学校

聴覚障害者に対する教育を行う特別支援学校

知的障害者に対する教育を行う特別支援学校

肢体不自由者に対する教育を行う特別支援学校

身体虚弱者を含む病弱者に対する教育を行う特別支援学校



戦前

1878年 京都盲唖院設立＝日本で最初の盲・聾教育機関
明治期の障がい児教育は、基本的に少数の篤志家の努力によって運営。
1923年 盲学校及び聾学校令。全国に盲・聾学校の設置を義務化
1941年 国民学校令施行。身体虚弱児、知的障害児の学級・学校の編成。

1947年 教育基本法・学校教育法の公布。
就学の義務化。盲学校・聾学校・養護学校の制度創設。
1979年 養護学校の義務化。
前年に就学猶予、就学免除が原則として廃止されたことにより、重度・
重複の障害者も養護学校に入学できるようになる。

戦後

支援学校の歴史

2006年 学校教育法の一部改正。
2007年より正式に特別支援教育の実施。

2016年 「障害者差別解消（禁止）法」の施行

⇒特別支援教育への転換

⇒合理的配慮及び
基礎的環境整備の提言



２．特別支援教育の話

「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向け
た主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教
育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又
は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。

小・中学校において、通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症等
の児童生徒に対する指導及び支援が喫緊の課題をなっており、「特別支援
教育」においては、特殊教育の対象となっている幼児児童生徒に加え、これ
らの児童生徒に対しても適切な指導及び必要な支援を行うものである。

理念

出典 文部科学省「特別支援教育の推進について（通知）」より抜粋（平成19年）



２．特別支援教育の話

学校体制の整備

〇校内委員会の設置

〇特別支援教育コーディネーターの指名

〇実態把握

〇個別の教育支援計画※

〇個別の指導計画 ※

〇教員の専門性の向上

出典 文部科学省「特別支援教育の推進について（通知）」より抜粋（平成19年）



・大阪市

Ｈ31年度 「大阪府支援教育地域支援整備事業」における地域ブロック内の連携体制
豊能
ブロック

・能勢町
・豊能町
・箕面市
・池田市
・豊中市

・茨木市
・吹田市
・摂津市
・高槻市
・島本町

・枚方市
・交野市
・守口市
・寝屋川市
・四條畷市
・門真市
・大東市

・東大阪市
・八尾市
・柏原市

・松原市
・藤井寺市
・羽曳野市
・富田林市
・大阪狭山市
・千早赤阪村
・太子町
・河内長野市
・河南町

・和泉市
・高石市
・泉大津市
・忠岡町

・岸和田市
・貝塚市
・熊取町
・泉佐野市
・田尻町
・泉南市
・阪南市
・岬町

北河内
ブロック

中河内
ブロック

南河内
ブロック

泉北
ブロック

泉南
ブロック

三島
ブロック

◆中津支援

豊中支援

箕面支援

◆茨木支援

高槻支援

吹田支援

摂津支援

◆西浦支援

富田林支援

藤井寺支援

◆堺支援

和泉支援

泉北高等支援

堺支援

大手前分校

◆岸和田支援
泉南支援
佐野支援

１

とりかい高等支援 ①

すながわ高等支援 ④

◆たまがわ高等支援 ③

むらの高等支援 ②

○数字は、オブザーバー 参加する地域

大阪市
ブロック

◆住之江支援

思斉支援 難波支援

生野支援 東淀川支援

東住吉支援 光陽支援

西淀川支援 平野支援

２ ３ ４

◆八尾支援

東大阪支援

５

なにわ高等支援 ⑤

大阪南視覚支援 大阪北視覚支援 生野聴覚支援

堺聴覚支援 中央聴覚支援

刀根山支援光陽支援

◆平成31年度推進校、幹事校

羽曳野支援

◆だいせん聴覚高等支援

◆守口支援

交野支援

四條畷校

枚方支援

寝屋川支援

交野支援



３ 個別の教育支援計画

保護者

保護者

個別の支援計画
－障害のある子どもを生涯にわたって支援－

福祉、医療、労働
等関係機関

小学校

ＮＰＯ

福祉、医療等
関係機関

中学校

大学

特別支援学校

大学

特別支援学校

特別支援学校

福祉、医療、労働
等関係機関

ＮＰＯ

個別の教育支援計画の
作成、実施、評価
（「Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｓｅｅ」の
プロセス）が重要

・一人一人の教育的
ニーズを把握

・関係者・機関の連携に
よる適切な教育的支援
を効果的に実施

企業

幼稚園 就学前

就学中

卒業後

保育所

高校

個別の教育支援計画

保護者

出典 独立行政法人国立特殊教育総合研究所
『「個別の教育支援計画」の策定に関する実際的研究』17頁（平成18年）



課題と思われること

②保護者の情報提供の負担
就学前の支援手帳から始まり、保護者は行く先々で同様の聞き取りと記載を求
められる。

⇒学校では、入学時や進級時に利用。
家庭支援が必要な場合のケース会議にも利用こともある。

①作成について
「支援計画」に記載される内容は、スモールステップで前進できるもので、簡潔
に具体的に記すことが望まれる。作成だけに留まらないことが大事。



期待される連携

医 療

労働・就労

教 育
福 祉 学校がしっ

かりと支え
るから安心
してこんな福祉

サービスがあ
るよ

まずは心
身を安定さ
せましょう

NPO

地域活動

親の会

H29.12.20 大阪大谷大学小田浩伸教授講義資料より抜粋



４．教員の仕事と学校組織

教員の仕事

①教科指導

②児童生徒指導

③学校運営に関わる仕事

④その他



教科指導・生徒指導で大事にしていること

○その日の体調や気分などを事前に把握すること。

○主体的に取り組めるような言葉かけや提示をする。

→活動に選択肢を入れ、子どもに選ばせること。

→出来たことについては大袈裟ぐらいに褒める。出来なかったとしても、やろう
としたことを評価する。

→体調がすぐれないときには、無理をさせない。悪化や、予期できないことに
繋がる。

→本人の特性等を把握する。課題は、簡単すぎても、難しすぎてもダメ。

○チームで取り組む。事前の活動内容や事後の様子を共有する。

○望ましくない行動をとった時には、短的に×を伝え、正しい行動を示す。



子どもにかけてあげたいことば

ありがとう！
助かったよ！

ご苦労様！嬉しいよ！



５．最後に…

学校が放課後等デイサービスに期待すること

〇過去は学校⇔家庭の両輪
今は学校⇔家庭⇔放課後等デイサービスの三輪

〇地域に密着しているデイサービスだからこそ、できる活動
がある。

〇保護者との繋がり

放課後等デイサービスが学校に期待すること
〇

〇



北河内支援学校相談サポートセンター

電話：０７２－８２４－１７３４（センター直通）
FAX：０７２－８２４－３７０９（学校共通）
MAIL:：ksc@neyagawa-y.osaka-c.ed.jp


